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大町町営住宅の目的外使用許可について

令和　　　年　　　月　　　日付けで申請のありました町営住宅の目的外使用については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第238条の４第2項第4号により下記のとおり使用を許可します。
なお、この許可は、その更新が無く、期間の満了によってその効力が失われますので、使用者は期間が満了する時までに当該住宅を明渡さなければなりません。

記

使用を許可する町営住宅は、次のとおりとする。

団地名　　　　
大町町営　　　　　　　　　　団地　　　棟　　　号

　　　使用許可期間
令和　　　年　　　月　　　日から令和　　　年　　　月　　　日　　まで


　　　使用料
月額　　　　　　　　　　　　円　　
　　　
　　　※　敷金・保証人は不要とする。

　　　その他
　　　　　　　　　　その他、裏面にある許可条件を遵守すること。
　その他の許可条件裏面


大町町営住宅設置及び管理条例（平成9年大町町条例第33号）（以下「条例」という。）第12条、第13条、及び第20条から第26条、第41条、及び第51条から第55条、第57条、第60条、第61条、第62条の規定については、これを準用する。大町町営住宅設置及び管理条例施行規則（平成9年大町町規則第10号）（以下「規則」という。）第10条から第12条、及び第18条から第21条、第25条、及び第27条から第37条については、これを準用する。


本条件に関し疑義のあるとき、その他使用の許可を受けた町営住宅の使用について疑義を生じたときは、全て町長の決定するところによるものとする。









教　　　　　　示

１　　この処分について不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に大町町長に対して審査請求をすることができます。

２　　また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に大町町を被告として（代表者は大町町長となります。）この処分の取消しの訴えを提起することができます。




